仕　様　書（水泳授業の外部施設利用）
１　業務目的
広島市立学校において、老朽化した学校プール施設に代わり、民間のプール施設を使用するにあたり、水泳の授業の実施に係る施設の開放や授業実施中の監視及び指導補助を行うことを目的とする。
　
２　対象学校
　　広島市立黄金山小学校（広島市南区北大河町３５－１）
	
	１年
	２年
	３年
	４年
	５年
	６年
	合計

	児童数
	２７名
	２２名
	３０名
	２７名
	２９名
	２７名
	１６２名


対象：全学年　※児童数は変動することがある。
３　委託場所
　　受注者の運営するプール施設
４　委託期間
　　契約締結日から令和８年９月３０日
５　実施期間
⑴　契約締結日～令和８年９月３０日

⑵　実施回数：各学年５回（１回２コマ分（９０分））
　　※ただし、１回に２学年を同時に実施するものとする。
（①１・２学年　②３・４学年　③５・６学年）
時間割の詳細については、黄金山小学校と打合せのうえ、決定することとする。
６　業務内容
⑴　指導内容等の打合せ

契約締結後、黄金山小学校と受注者は、実施スケジュール、更衣や待機場所等の確認、監視体制等、水泳授業を実施するにあたり必要な事項について、必要な回数の打合せを行うこととする。

⑵　インストラクターの配置及び指導補助
受注者は、インストラクターを３名配置し，教員とのチームティーチングによりきめ細かで効果的な指導ができる体制を組むこと。
⑶　監視体制支援
水泳指導において安全面には十分に配慮し、教員とインストラクターが連携した上で、常時１人以上の監視体制とすること。教員が監視できない場合は，インストラクターのうち、１名は監視業務を行うこと。
⑷　指導日誌作成

黄金山小学校と受注者は、１回毎の水泳授業実施後に指導日誌を作成すること。指導日誌は、指導にあたった教員、インストラクター、指導内容、児童の健康状況及び水質検査の結果等を記載すること。
⑸　水質管理

　　衛生的な環境と水質の維持に努め、「学校環境衛生基準[平成３０年文部科学省告示第６０号、令和２年文部科学省告示第１３４５号及び令和４年度文部科学省告示第４２４号]の第４　水泳プールに係る学校環境衛生基準」を満たすこと。
７　施設

⑴　場所

①　黄金山小学校から移動時間が概ね往復３０分程度のプール施設とする。

②　水泳授業中は、黄金山小学校がプール施設を占有するプール施設を有すること。
⑵　プール

①　使用するプールは、「学校環境衛生基準の第４　水泳プールに係る学校環境衛生基準」に基づく水質検査等（上記６の⑸）を実施すること。また、発注者が検査結果等の資料の提供を受注者に要求したときは、速やかに提供可能なよう留意すること。

②　縦２５メートルの大きさのプールで、水泳学習に適した施設であること。また、学年や泳力の状況によって水深を調整できること。

③　コースロープ等の付設により、効果的な指導に必要な区切りを設けることができること。

④　児童が、同時にシャワーを浴びることができる温水シャワー設備があること。

⑤　水温が調整可能であること。

⑶　その他施設等

①　保健施設

・　体調不良や怪我等のある児童を休ませることができる区切られた場所を確保すること。

・　ＡＥＤが緊急時にすぐ使える場所（プールサイド等）に設置されていること。

②　更衣室

・　児童用に男女別の更衣室があること。

・　教員用に児童用とは別に男女別の更衣室があること。

・　想定される児童数に対し、着替えのために必要なスペース及びロッカー等が十分に確保できること。

③　トイレ

・　プールサイド近くに男女別のトイレ及びトイレ後の衛生面の確保のためのシャワー設備があること。

④　空調設備等

・　更衣室、プール室内の気温が調整可能であること。
８　移動手段

２クラス（児童及び引率教員含め最大６０名程度）が、全員一斉の水泳授業に支障が無い移動ができるよう、バス等の車両を確保し、運転業務も行うこと。また、乗降時及び走行中の安全性に十分配慮すること。
なお、移動に係る乗り込み場所、時刻及び移動ルートは黄金山小学校と受注者で調整すること。
９　実施報告書の検査等
　⑴　発注者は、実施報告書が到着した日から起算して１０日以内に、履行を確認するための検査を行うものとする。
　⑵　受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに委託業務の履行等必要な措置を講じるものとする。
１０　委託料の支払い
⑴　受注者は、上記の検査に合格した後、委託料の支払いを請求するものとする。
⑵　発注者は、前号の規定による請求を受けた時は、その日から起算して３０日以内に受注者に委託料を支払うものとする。
１１　その他　
⑴　指導方針

教育活動の一環であることを十分に理解し、教育的な立場で監視及び指導補助にあたること。

⑵　水泳授業実施時間における、黄金山小学校専用の自動車駐車場を１台用意すること。

⑶　責任の所在

受注者は次に該当した場合は、直ちにその損害を賠償しなければならない。

①　水泳授業中に受注者の故意又は過失により児童に対し事故が発生した場合

②　プール施設及び設備の不備により児童及び教員に対し事故が発生した場合
③　車両移動中に事故が発生した場合
⑷　水泳授業の委託終了後、次年度以降の水泳授業実施の検討のための効果検証の際に、必要に応じて発注者の行う所要の調査に協力すること。

⑸　本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、受注者及び発注者の協議により定めるものとする。
